
西会津町移住就労者家賃補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 町は、町外から転入し町内中小企業に就労した移住定住者に対して家賃の一部を

補助することにより、町内中小企業の人材確保や移住定住者の雇用促進を図るため、西会

津町補助金等の交付に関する規則（昭和４７年規則第９号）及びこの要綱の定めるところ

により、予算の範囲内で移住就労者家賃補助金（以下「補助金」という。）を交付する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）転入 町外に１年以上居住した者又は町長が必要と認める者が、永住の意思をもっ

て本町に居住する意思を有して新たに住民登録を行うことをいう。 

（２）就労 雇用の定めがなく、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）に規定す

る厚生年金保険、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）に規定する労働者

災害補償保険又は雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）に規定する雇用保険に加入

し、正規雇用の形態により雇用されることをいう。 

（３）移住定住者 本町の住民として永住の意思をもつて町外から移住し、住民基本台帳

法（昭和４２年法律第８１号）第６条第１項に規定する本町の住民基本台帳に記載され、

かつ、生活の本拠が本町にある者をいう。 

（４）事業主 次に掲げる事項に該当する者をいう。 

ア 町内に法人格を有する事業者 

イ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第５条第１項の規定による適用事業（風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条に規定する営業を除く。）を行う事業主であることについて、届出等がなされてい

る者 

ウ 町の出資を受けている者 

（５）賃貸住宅 補助金の交付を受けようとする者が賃貸借契約を締結した自己の居住

用の住宅をいう。ただし、社宅及び寮、事業主から貸与されている住宅、３親等以内の

親族が所有する住宅を除く。 

（６）家賃 賃貸借契約に定められた賃貸借料（管理費、共益費、駐車場使用料その他住

宅の賃借料と認められないものを除く。）をいう。 

（７）住宅手当 住宅に関して事業主が支給する手当その他の給付をいう。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号の要件

のいずれにも該当する者とする。 

（１）令和４年４月１日以後に転入又は就労した次のいずれかに該当する者であること。



ただし、外国人の技能演習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８

年法律第８９条）に定める技能実習生及び事業所の人事異動による住民登録その他い

ずれ転出し定住しないことが明らかであると認める者を除く。 

ア 転入後１年以内に町内事業所で就労した者 

イ 町内事業所で就労後１年以内に転入した者 

（２）事業主の３親等以内でない者であること。 

（３）転入又は町内事業所で就労した日のいずれか早い日から起算して１年を経過する

日までに、町内に所在する賃貸住宅の所有者との間に賃貸借契約を締結していること。 

（４）転入後継続して町内に所在する賃貸住宅に居住し、６月以上本町に居住する意思を

有し住民登録をしていること。 

（５）継続して同一の町内事業所で就労していること。ただし、町内事業所の都合により

転職し、転職先企業が町内事業所である場合はこの限りでない。 

（６）町税等（町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、分担金・負

担金及び使用料・手数料という。）の滞納がないこと。 

（７）公的制度による家賃補助を受けていないこと。 

（８）西会津町暴力団排除条例（平成２３年条例第９号）第２条に規定する暴力団員でな

い者であること。 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、支払った家賃から住宅手当を差し引いた額とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額とし、月額２万円を限度と

する。ただし、補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額

とする。 

（補助金の交付対象期間） 

第６条 補助金の交付対象となる期間（以下「交付対象期間」という。）は、交付対象者と

して指定をした日の属する月から当該指定に係る賃貸住宅を退去した日の属する月まで

とし、３６か月を限度とする。ただし、月の中途の入退去により家賃が日割りになる場合

は、その月は補助対象期間から除くものとする。 

（交付対象者の指定申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は（以下「申請者」という。）、町長から交付対象

者として指定を受けなければならない。 

２ 前項の指定を受けようとする者は、転入した日、町内事業所で就労した日又は賃貸住宅

に係る賃貸借契約を締結した日のいずれか遅い日から起算して６か月を経過する日まで

に、西会津町移住就労者家賃補助金交付対象者指定申請書（様式第１号）に次に掲げる書

類を添えて町長に申請しなければならない。 

（１）賃貸借契約等の住宅を借り受けた事実を証する書類 



（２）住民票の写し 

（３）雇用されたこと及び雇用期間を証明する書類（雇用契約書、労働条件通知書の写し） 

（４）健康保険被保険者証の写し 

（５）雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 

（６）誓約書（様式第２号） 

（７）その他町長が必要と認める書類 

（指定通知） 

第８条 町長は、前条第２項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付対

象者として指定することが適当であると認めるときは、西会津町移住就労者家賃補助金

交付対象者指定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

２ 交付対象者として指定を受けた対象者が、第３条各号に掲げる要件のいずれかに該当

しなくなったときは、その日の属する月以後補助金は交付しないものとする。その後にお

いて、当該者が同条各号に掲げる要件のいずれにも該当することとなった場合も同様と

する。 

（指定事項の変更の手続） 

第９条 前条第１項の規定により交付対象者として指定を受けた者は、指定を受けた内容

について変更が生じた場合は、速やかに西会津町移住就労者家賃補助金指定事項変更（中

止）申請書（様式第４号）に次に掲げる種類を添えて町長に届け出なければならない。 

（１）住宅を借り受けた事実を証する書類 

（２）その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付申請） 

第１０条 交付対象者として指定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、西

会津町移住就労者家賃補助金交付申請書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて町長に

申請しなければならない。 

（１）家賃の領収書の写し又は家賃を支払ったことが分かる書類 

（２）在職及び住宅手当支給証明書（様式第６号） 

（３）その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる支払った家賃の区分に応じ、当該各号に定

める期日までに申請しなければならない。 

（１）前期分（４月分から９月分までの家賃） ９月末日 

（２）後期分（１０月分から翌年３月分までの家賃） ３月末日 

（補助金の交付決定及び額の確定） 

第１１条 町長は、前条第２項の規定による申請があったときは速やかにその内容を審査

し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定

を行い、西会津町移住就労者家賃補助金交付決定及び確定通知書（様式第７号）により交

付対象者に通知するものとする。 



（補助金の請求） 

第１２条 前条の規定による通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助金を

請求しようとするときは、西会津町移住就労者家賃補助金交付請求書（様式第８号）を町

長に提出しなければならない。 

（調査等） 

第１３条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助金の交付に関する

事項について報告を求め、又は調査を行うことができる。 

（交付決定の取消し） 

第１４条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

（２）この要綱又は補助金交付の条件に違反したとき。 

（３）その他町長が不適当と認めたとき。 

 （補助金の返還） 

第１５条 町長は、既に交付した補助金がある場合には返還させることができる。ただし、

第８条の規定による交付の指定が決定してから６月を経過するまでの間において、疾病

や負傷等の正当な理由で退職した場合はこの限りでない。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、交付の日から施行し、令和４年１０月１日から適用する。 

 （令和４年度における交付対象者の特例） 

２ 令和４年４月１日前になされた本町への転入手続き及び町内事業所への就労のうち、

同日以後の本町での生活の開始のためになされたと認められる転入手続きであって、令

和４年４月１日からの就労に係る事前就労であると認められた者は、第３条第１号に該

当する者とみなす。この場合において、第７条第２項中「第３条第１号及び第３号に該

当することとなった日」を「令和４年４月１日」と読み替えるものとする。 

 （この要綱の失効） 

３ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 


